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スタート！

高齢者向けスマホ教室　«基本編»
  スマホを持っていて、カメラやインターネット等の基本操作
や地図機能やアプリ等の使い方を学んで頂く講座です。
とき 5月23 日㈫13:30 ～15:00

場所 高年生きがいサロン 5 号館 ※駐車場はありません。
徒歩・自転車などでお越しください。

対象 市内在住の 65 歳以上の方
定員 先着10 人程度 費用 無料

持物

◦ 本人確認書類
　（運転免許証・マイナンバーカード・被保険者証など）
◦お手持ちのスマートフォンがあればお持ちください。
　※スマートフォンの貸出可

申込 電話（5月 8 日㈪ 9:00 から）
高年生きがいサロン 5 号館　☎ 072-931-6010

※教室に参加していただくには、docomo の会員登録が必要と
なりますのでご了承ください。ご登録いただいた個人情報は、適
切な管理の上、目的以外の使用は一切いたしません。

介護予防できらきらシニア
熟年簡単クッキング教室～みんなでわいわい①コース～
  テーマは「フレイル予防」です。カルシウムやビタミン D を
多く含む食品を使って調理しましょう。
 予定献立：タンドリーチキン
　　　　　かぼちゃのポタージュ
　　　　　ほうれん草の白和え
　　　　　デザート
とき 6 月7日㈬10:00 ～12:30 頃
場所 保健センター3 階 栄養指導室
対象 65 歳以上の市民の方 費用 500 円（材料費込）
申込 窓口または電話（5月17日㈬まで）
持物 エプロン・三角巾・マスク・タオル・筆記用具
定員 10 人程度（応募多数の場合は抽選）

※状況により、中止または講話になる可能性あり。

地域包括支援課からのお知らせ ☎ 072-947-3822（直通）

まちの保健室　高年生きがいサロンで毎月実施
　 毎月専門職が運動・口腔・認知症・栄養などについて、相談会や講義を各高年生きがいサロンで

実施します。各館によって内容は毎月変わります。予約は前日までに各サロンへお申し込みください。

2 号館：第 3 ㈫午前
3 号館：第 3 ㈭午後
5 号館：第 3 ㈭午前
6 号館：第 3 ㈬午前

場所 とき 定員 内容 申込・問合せ
２号館 5月16 日㈫10:00 ～11:30 15人 歯科衛生士によるお口の健康の講義 ☎ 072-931-2255
３号館 5月18 日㈭13:00 ～15:00 12 人 理学療法士による筋力の講義と個別相談 ☎ 072-959-0220
５号館 5月18 日㈭10:00 ～11:30 15人 歯科衛生士によるお口の健康の講義 ☎ 072-931-6010
６号館 5月17日㈬10:00 ～12:00 4 人 認知症個別相談会（1枠 30 分程度） ☎ 072-959-0580

【対象】おおむね 65 歳以上の市民の方　【￥】無料

（変更あり）

令和５年度令和５年度 羽曳野市防犯カメラ設置事業補助金 羽曳野市防犯カメラ設置事業補助金

6 月 19 日㈪～ 7 月 31 日㈪

6 月 1 日㈭～ 15 日㈭
（平日 9:00 ～ 17:30）
指定の抽選申込書に記入。

申
込
申
込

抽
選
抽
選

6 月 16 日㈮ 10:00 から
※申請が多数の場合

交付団体決定後、補助金交付申請

申
請
申
請

自治会等が防犯カメラを設置される際の費用の一部を、市で補助します。同一年
度における一つの自治会等での申請台数の上限は 3 台までとし、補助金を受け
た年度の翌年度は、制度をご利用できません。詳細は、お問い合わせください。

設置にかかった費用の3分の2［カメラ1台につき上限20万円］
（カメラや記録装置購入の費用、支柱の設置費用、電気工事代等）

※保守点検、修理、電気料金等の維持管理に要する経費は自治会等の負担。

対象となる要件は？
　① 防犯カメラの撮影範囲は、主に道路等の公共の用に供する場所（マンション

等共同住宅の内部、駐車場、事業所、工場の敷地内などを撮影している場
合は対象となりません。）

　② 防犯カメラの設置、管理または運用に関し、「羽曳野市防犯カメラ設置基準」
に適合する基準を定めていること。

　③ 防犯カメラの設置に関し、他の補助金等の交付を受けていない、または受け
る予定がないこと。

【問合せ】危機管理課【問合せ】危機管理課
☎072-958-1111☎072-958-1111（内線（内線27132713））


